
奈
良
県
告
示
第
五
百
十
八
号

昭
和
三
十
三
年
四
月
奈
良
県
告
示
第
百
九
十
三
号
（
県
の
職
員
の
身
分
を
証
す
る
証
票
の
様
式
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

告
示
文
中
「
第
三
百
九
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
三
百
九
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

表
面
の
（
第
四
面
）
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
、
「
た
だ
ち
に
」
を
「
直
ち
に
」
に
、
「
な

つ
た
」
を
「
な
っ
た
」
に
改
め
る
。

裏
面
の
（
第
二
面
）
中
「
奈
良
県
地
域
振
興
部
市
町
村
振
興
課
」
を
「
奈
良
県
総
務
部
知
事
公
室
市

町
村
振
興
課
」
に
改
め
、
裏
面
の
（
第
三
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（

第

地
方
税
法
（
抜
粋
）

三

（
道
府
県
の
職
員
及
び
総
務
省
の
職
員
の
固
定
資
産
税
に
関
す
る
調
査
に
係
る
質
問
検
査

面

権
）

第
三
百
九
十
六
条

第
三
百
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
固
定
資
産
の
価
格
等
の
決
定

）

に
関
す
る
調
査
、
第
四
百
一
条
第
四
号
の
助
言
又
は
第
四
百
十
九
条
第
一
項
の
勧
告
の
た

め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
道
府
県
の
職
員
で
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
者
（
以

下
こ
の
条
及
び
第
三
百
九
十
七
条
に
お
い
て
「
道
府
県
指
定
職
員
」
と
い
う
。
）
、
第
三

百
八
十
八
条
第
四
項
第
二
号
の
助
言
、
第
三
百
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
固
定
資

産
の
価
格
等
の
決
定
に
関
す
る
調
査
又
は
第
四
百
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
指
示
の
た
め

に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
総
務
省
の
職
員
で
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
者
（
以
下
こ

の
条
か
ら
第
三
百
九
十
七
条
ま
で
に
お
い
て
「
総
務
省
指
定
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
者
に
質
問
し
、
又
は
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
者
の
事
業
に
関
す

る
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
し
、
若
し
く
は
当
該
物
件
（
そ
の
写
し
を
含
む
。
）

の
提
示
若
し
く
は
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

納
税
義
務
者
又
は
納
税
義
務
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

二

前
号
に
掲
げ
る
者
に
金
銭
又
は
物
品
を
給
付
す
る
義
務
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
当
該
固
定
資
産
税
の
賦
課
徴
収
に
関
し
直
接
関
係

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
分
割
法
人
と
す
る
分
割
に
係
る
分
割
承
継
法
人
及
び
同
号



に
掲
げ
る
者
を
分
割
承
継
法
人
と
す
る
分
割
に
係
る
分
割
法
人
は
、
同
項
第
二
号
に
規
定

す
る
金
銭
又
は
物
品
を
給
付
す
る
義
務
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す

る
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
道
府
県
指
定
職
員
又
は
総
務
省
指
定
職
員
は
、
そ

の
身
分
を
証
明
す
る
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

道
府
県
指
定
職
員
又
は
総
務
省
指
定
職
員
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た
物
件
を
留
め
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
道
府
県
指
定
職
員
又
は
総
務
省
指
定
職
員
の
権
限
は
、

犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

裏
面
の
（
注
）
中
「
拡
げ
た
」
を
「
広
げ
た
」
に
改
め
る
。
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